
防
衛
省
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

一

公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
の
対
象
と
し
て
、
当
該
特
例
の

対
象
と
な
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員
の
派
遣
が
見
込
ま
れ
る
区
域
に
お
い
て
行
う
調
整
又
は
情
報
の
収
集
等
を
追
加
す
る
こ

と
。
（
第
三
条
関
係
）

二

自
衛
官
候
補
生
及
び
学
生
の
補
償
の
算
定
基
礎
額
と
し
て
用
い
る
平
均
給
与
額
の
計
算
の
対
象
と
し
て
単
身
赴
任
手
当
を

追
加
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

三

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


